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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月14日(2017.9.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１素子が実装され、第１シードパターン部を含む下部パッケージと、
　前記第１シードパターン部の上に配置される第２シードパターン部と、
　前記第２シードパターン部を介して前記下部パッケージに接続され、少なくとも一つの
金属材料部を含む金属ポストと、
　第２素子が実装され、はんだボールを介して前記金属ポストに接続される上部パッケー
ジと、
を含み、
　前記第２シードパターン部は、前記金属ポストの側面と直接接触する半導体パッケージ
。
【請求項２】
前記金属材料部は、表面上に表面処理層が形成される請求項１に記載の半導体パッケージ
。
【請求項３】
前記表面処理層は、前記金属ポストの上面及び側面に形成される請求項２に記載の半導体
パッケージ。
【請求項４】
前記表面処理層は、金(Ａｕ)及びニッケル(Ｎｉ)のうち少なくともいずれか一つの金属材
料で構成される請求項２または３に記載の半導体パッケージ。
【請求項５】
前記金属ポストは、前記はんだボールに接続される一端の幅が他端の幅よりも小さい請求
項１から４のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
【請求項６】
前記金属ポストは、前記はんだボールに接続される一端から他端に行くほど次第に幅が増
加する請求項１から５のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
【請求項７】
前記金属ポストは、前記一端の幅が他端の幅の５０％～９０％に形成される請求項１から
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６のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
【請求項８】
前記金属ポストは、長さ方向の面が前記下部パッケージの基板の表面に対して５°～４５
°に傾斜する請求項１から７のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
【請求項９】
前記金属ポストは、前記はんだボールに接続される一端が前記はんだボール内に引き込ま
れる請求項１から８のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
【請求項１０】
前記金属ポストは、銅(Ｃｕ)、錫(Ｓｎ)、鉛(Ｐｂ)及び銀(Ａｇ)のうち少なくともいずれ
か一つの材料で構成される請求項１から９のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
【請求項１１】
前記金属ポストは、
第１金属材料のはんだ部と、
第２金属材料の金属材料部と、
を含む請求項１から１０のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
【請求項１２】
前記はんだ部は、錫(Ｓｎ)と銅(Ｃｕ)の合金材料又は錫(Ｓｎ)と銀(Ａｇ)の合金材料で構
成される請求項１１に記載の半導体パッケージ。
【請求項１３】
前記はんだ部は、２３０℃～２５０℃の溶融点を有する請求項１２または１３に記載の半
導体パッケージ。
【請求項１４】
前記第１シードパターン部上に、前記第１シードパターン部の上面の一部が露出されるよ
うに形成されるはんだレジストパターンをさらに含む請求項１から１３のいずれか一項に
記載の半導体パッケージ。
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